
 

 

５ 条例による事務処理特例制度の活用状況等に関する調査結果（調査５） 

 

 ＜対象団体＞ 

  下記調査項目（１）及び（２）：全都道府県(47) 

 下記調査項目（３）から（５）：全都道府県(47)、全指定都市(20)、県庁所在の市(指定都

市を除く)及び新宿区（32)、都道府県が抽出した５～10

万人規模の市(47)及び１～２万人規模の町村(47) 

＜調査内容＞ 

  条例による事務処理特例制度（地方自治法 252条の 17の 2）により都道府県から市町村

へ権限移譲された事務について、次の項目を調査（（３）～（５）は自由記述方式）。 

（１）条例による事務処理特例制度の活用状況 

    ※法令を根拠とする事務で、事務処理特例条例により実際に市町村に移譲している事務を条

項単位で調査。なお、都道府県条例を根拠とする事務及び権限移譲を伴わない単純な経由

事務は、調査対象外。 

（２）権限移譲に係る取組状況 

※事務移譲計画等の策定の有無、パッケージ方式の導入の有無等 

 （３）権限移譲によるメリット 

（４）権限移譲に伴い生じた課題 

（５）移譲権限を運用する際の工夫 

 

（１）条例による事務処理特例制度の活用状況 

※H20 調査…平成 20年４月１日現在の移譲実績の調査結果 

 

  ア 政策分野別の移譲法律数 

  平成 25 年４月１日現在で移譲実績のある法律を政策分野別に見ると、まち

づくり分野（都市計画法、土地区画整理法、農地法等）で 45 法律（H20 調査：

43 法律）、福祉・保健分野（児童福祉法、医療法、薬事法等）で 40 法律（H20

調査：34 法律）、環境・衛生分野（鳥獣保護法、墓地、埋葬等に関する法律、

動物愛護法等）で 36法律（H20調査：35法律）、産業分野（土地改良法、商工

会法、商工会議所法、工場立地法等）で 49法律（H20調査：45法律）、生活・

安全分野（火薬類取締法、液化石油ガス保安法、消費生活用製品安全法等）で

21 法律（H20 調査：20 法律）、その他分野（租税特別措置法、地方自治法、国

有財産法、旅券法、特定非営利活動促進法等）で 26法律（H20調査：24法律）

の合計 217法律（H20調査：201法律）となっている。 
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イ 法律別の移譲状況（移譲実績のある都道府県数） 

    法律別に、移譲実績のある都道府県数を見ると、多い順に、①鳥獣保護法（鳥

獣の捕獲の許可等）は 46団体（H20調査：46団体）、②都市計画法（都市計画

区域等における開発行為の許可等）は 45団体（H20調査：43団体）、③租税特

別措置法（優良な宅地の認定等）は 44団体（H20調査：44団体）、④土地区画

整理法（個人施行による土地区画整理事業の認可等）及び墓地、埋葬等に関す

る法律（墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等）は 43 団体（H20 調査：土

地区画整理法、墓地、埋葬等に関する法律ともに 43団体）となっている。 
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ウ 都道府県別の移譲状況（移譲実績のある法律数） 

    都道府県別に、移譲実績のある法律数を見ると、多い順に、①静岡県が 93

法律（H20 調査：86 法律）、②新潟県が 92 法律（H20 調査：65 法律）、③大阪

府が 83 法律（H20 調査：37 法律）、④広島県が 78 法律（H20 調査：77 法律）、

⑤北海道が 76 法律（H20 調査：68 法律）と続き、1 都道府県あたり平均約 44

法律（H20調査：約 40法律）となっている。 
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

ま
ち
づ
く
り

屋
外

広
告

物
法

4
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
4
5
法

律
）

海
岸

法
3

○
○

○

河
川

法
3

○
○

○

軌
道

法
1

○

急
傾

斜
地

の
崩

壊
に
よ
る
災

害
の

防
止

に
関

す
る
法

律
2

○
○

近
畿

圏
の

保
全

区
域

の
整

備
に
関

す
る
法

律
2

○
○

景
観

法
3

○
○

○

建
築

基
準

法
7

○
○

○
○

○
○

○

建
築

物
の

耐
震

改
修

の
促

進
に
関

す
る
法

律
1

○

公
営

住
宅

法
1

○

公
有

水
面

埋
立
法

8
○

○
○

○
○

○
○

○

公
有

地
の

拡
大

の
推

進
に
関

す
る

法
律

3
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
旧
）
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が

円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物

の
建

築
の

促
進

に
関

す
る
法

律
1

○

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
関

す
る
法

律
2
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

高
齢

者
の

居
住

の
安

定
確

保
に
関

す
る
法

律
1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

港
湾

法
2

○
○

国
土

利
用

計
画

法
2
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

古
都

に
お
け
る
歴

史
的

風
土

の
保

存
に
関

す
る
特

別
措

置
法

3
○

○
○

自
然

公
園

法
1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

住
宅

地
区

改
良

法
1
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
旧

）
住

宅
地

造
成

事
業

に
関

す
る

法
律

2
○

○

首
都

圏
近

郊
緑

地
保

全
法

3
○

○
○

森
林

法
2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

大
都

市
地

域
に
お
け
る
住

宅
及

び
住

宅
地

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
7

○
○

○
○

○
○

○

宅
地

造
成

等
規

制
法

2
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

＜参考＞上記ア～ウの移譲状況の詳細は以下のとおりである。
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

ま
ち
づ
く
り

（
4
5
法

律
）

地
域

に
お
け
る
多

様
な
需

要
に
応

じ
た
公

的
賃

貸
住

宅
等

の
整

備
等

に
関

す
る
特

別
措

置
法

1
○

地
す
べ

り
等

防
止

法
2

○
○

地
方

拠
点

都
市

地
域

の
整

備
及

び
産

業
業

務
施

設
の

再
配

置
の

促
進

に
関

す
る
法

律
5

○
○

○
○

○

駐
車

場
法

4
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

中
心

市
街

地
の

活
性

化
に
関

す
る

法
律

3
○

○
○

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る
法

律
1

○

道
路

法
5

○
○

○
○

○

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
1

○

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る
法

律
4

○
○

○
○

都
市

計
画

法
4
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

都
市

計
画

法
及

び
建

築
基

準
法

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
2

○
○

都
市

再
開

発
法

2
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

都
市

緑
地

法
1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

土
地

区
画

整
理

法
4
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に
関

す
る

法
律

2
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

農
地

法
4
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

被
災

市
街

地
復

興
特

別
措

置
法

6
○

○
○

○
○

○

マ
ン
シ
ョ
ン
の

建
替

え
の

円
滑

化
等

に
関

す
る
法

律
3

○
○

○

密
集

市
街

地
に
お
け
る
防

災
街

区
の

整
備

の
促

進
に
関

す
る
法

律
7

○
○

○
○

○
○

○

流
通

業
務

市
街

地
の

整
備

に
関

す
る
法

律
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○

ま
ち
づ
く
り
分

野
（
小

計
）

1
4

1
1

1
4

1
1

1
1

8
1
0

1
1

1
6

9
2
1

1
0

1
0

1
3

2
1

7
4

1
1

8
1
0

1
4

1
9

1
2

5
9

5
2
3

1
4

1
1

1
0

8
1
0

1
2

1
7

1
8

2
2

6
1
2

3
2

7
1
4

1
1

8
1
0

1
5

6

福
祉

・
保

健
あ
へ

ん
法

3
○

○
○

（
4
0
法

律
）

あ
ん
摩

マ
ツ
サ

ー
ジ
指

圧
師

、
は

り
師

、
き
ゆ
う
師

等
に
関

す
る
法

律
1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

医
師

法
2

○
○

医
療

法
2
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

福
祉

・
保

健
介

護
保

険
法

1
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
4
0
法

律
）

覚
せ

い
剤

取
締

法
4

○
○

○
○

看
護

師
等

の
人

材
確

保
の

促
進

に
関

す
る
法

律
2

○
○

感
染

症
の

予
防

及
び
感

染
症

の
患

者
に
対

す
る
医

療
に
関

す
る
法

律
3

○
○

○

健
康

増
進

法
1

○

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を
改

正
す

る
法

律
（
平

成
1
8
年

法
律

第
8
3
号

）
の

規
定

に
よ
る
改

正
前

の
健

康
保

険
法

2
○

○

原
子

爆
弾

被
爆

者
に
対

す
る
援

護
に
関

す
る
法

律
1
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

歯
科

医
師

法
2

○
○

歯
科

衛
生

士
法

8
○

○
○

○
○

○
○

○

歯
科

技
工

士
法

8
○

○
○

○
○

○
○

○

児
童

手
当

法
1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

児
童

手
当

法
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律

（
平

成
2
4
年

法
律

第
2
4
号

）
の

規
定

に
よ
る
改

正
前

の
児

童
手

当
法

1
○

平
成

2
2
年

度
に
お
け
る
子

ど
も
手

当
の

支
給

に
関

す
る
法

律
2

○
○

平
成

2
3
年

度
に
お
け
る
子

ど
も
手

当
の

支
給

等
に
関

す
る
特

別
措

置
法

2
○

○

児
童

福
祉

法
2
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

社
会

福
祉

法
1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

柔
道

整
復

師
法

3
○

○
○

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び
社

会
生

活
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た
め
の

法
律

8
○

○
○

○
○

○
○

○

身
体

障
害

者
福

祉
法

6
○

○
○

○
○

○

診
療

放
射

線
技

師
法

2
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
旧

）
診

療
放

射
線

技
師

及
び
診

療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法

2
○

○

生
活

保
護

法
3

○
○

○

精
神

保
健

及
び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る
法

律
1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

戦
傷

病
者

特
別

援
護

法
1
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

大
麻

取
締

法
2

○
○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

福
祉

・
保

健

特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給

に
関

す
る
法

律
4

○
○

○
○

（
4
0
法

律
）

保
健

師
助

産
師
看

護
師

法
7

○
○

○
○

○
○

○

母
子

及
び
寡

婦
福

祉
法

1
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

母
体

保
護

法
6

○
○

○
○

○
○

麻
薬

及
び
向

精
神

薬
取

締
法

4
○

○
○

○

民
生

委
員

法
1
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

薬
剤

師
法

1
○

薬
事

法
2
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

薬
事

法
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
（
平

成
1
8
年

法
律

第
6
9
号

）
の

規
定

に
よ
る
改

正
前

の
薬

事
法

2
○

○

良
質

な
医

療
を
提

供
す
る
体

制
の

確
立

を
図

る
た
め
の

医
療

法
等

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
4

○
○

○
○

老
人

福
祉

法
1
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

福
祉

・
保

健
分

野
（
小

計
）

1
2

1
1
0

5
9

3
1
2

7
1
0

3
1
4

8
6

1
7

1
4

8
0

2
2

1
5

6
1
3

4
7

8
0

1
0

7
1
1

3
2

4
1
2

1
6

5
5

6
8

3
6

4
1
1

7
8

4
5

4

環
境

・
衛

生
悪

臭
防

止
法

1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
3
6
法

律
）

温
泉

法
5

○
○

○
○

○

化
製

場
等

に
関

す
る
法

律
2
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

環
境

基
本

法
6

○
○

○
○

○
○

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法

5
○

○
○

○
○

建
設

工
事

に
係

る
資

材
の

再
資

源
化

等
に
関

す
る
法

律
2

○
○

建
築

物
に
お
け
る
衛

生
的

環
境

の
確

保
に
関

す
る
法

律
1
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

建
築

物
用

地
下

水
の

採
取

の
規

制
に
関

す
る
法

律
1

○

公
衆

浴
場

法
3

○
○

○

湖
沼

水
質

保
全

特
別

措
置

法
1

○

死
体

解
剖

保
存

法
2

○
○

浄
化

槽
法

3
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

食
品

衛
生

法
3

○
○

○

振
動

規
制

法
1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

水
質

汚
濁

防
止

法
7

○
○

○
○

○
○

○

水
道

法
3
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

瀬
戸

内
海

環
境

保
全

特
別

措
置

法
4

○
○

○
○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

環
境

・
衛

生
騒

音
規

制
法

1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
3
6
法

律
）

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

対
策

特
別

措
置

法
8

○
○

○
○

○
○

○
○

大
気

汚
染

防
止

法
1
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

地
球

温
暖

化
対

策
の

推
進

に
関

す
る
法

律
2

○
○

鳥
獣

の
保

護
及

び
狩

猟
の

適
正

化
に
関

す
る
法

律
4
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

調
理

師
法

2
○

○

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に
関

す
る

法
律

3
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に
関

す
る

法
律

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
1

○

特
定

化
学

物
質

の
環

境
へ

の
排

出
量

の
把

握
等

及
び
管

理
の

改
善

の
促

進
に
関

す
る
法

律
2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

特
定

空
港

周
辺

航
空

機
騒

音
対

策
特

別
措

置
法

1
○

特
定

工
場

に
お
け
る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る
法

律
1
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

毒
物

及
び
劇

物
取

締
法

9
○

○
○

○
○

○
○

○
○

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る
法

律
2

○
○

土
壌

汚
染

対
策

法
6

○
○

○
○

○
○

廃
棄

物
の

処
理

及
び
清

掃
に
関

す
る
法

律
6

○
○

○
○

○
○

美
容

師
法

3
○

○
○

墓
地

、
埋

葬
等

に
関

す
る
法

律
4
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

旅
館

業
法

3
○

○
○

理
容

師
法

3
○

○
○

環
境

・
衛

生
分

野
（
小

計
）

1
4

4
1
4

5
1
6

6
7

1
5

7
5

1
6

5
4

9
1
4

8
4

1
1

9
1
0

6
1
6

4
7

1
0

5
1
6

1
0

7
5

5
3

1
2

2
1

1
2

6
4

6
6

5
7

8
9

9
6

8
3

産
業

入
会

林
野

等
に
係

る
権

利
関

係
の

近
代

化
の

助
長

に
関

す
る
法

律
8

○
○

○
○

○
○

○
○

（
4
9
法

律
）

卸
売

市
場

法
1

○

果
樹

農
業

振
興

特
別

措
置

法
2

○
○

家
畜

伝
染

病
予

防
法

2
○

○

家
畜

排
せ

つ
物
の

管
理

の
適

正
化

及
び
利

用
の

促
進

に
関

す
る
法

律
4

○
○

○
○

家
畜

取
引

法
2

○
○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

産
業

漁
港

漁
場

整
備

法
7

○
○

○
○

○
○

○

（
4
9
法

律
）

計
量

法
1
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

工
業

用
水

法
3

○
○

○

工
場

立
地

法
2
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

工
場

立
地

の
調

査
等

に
関

す
る
法

律
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

高
年

齢
者

等
の

雇
用

の
安

定
等

に
関

す
る
法

律
1

○

国
際

観
光

ホ
テ
ル

整
備

法
3

○
○

○

採
石

法
1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

持
続

性
の

高
い
農

業
生

産
方

式
導

入
促

進
に
関

す
る
法
律

3
○

○
○

砂
利

採
取

法
1
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

獣
医

師
法

2
○

○

獣
医

療
法

3
○

○
○

商
工

会
及

び
商

工
会

議
所

に
よ
る

小
規

模
事

業
者

の
支

援
に
関

す
る

法
律

1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

商
工

会
議

所
法

2
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

商
工

会
法

2
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

森
林

組
合

法
4

○
○

○
○

水
産

業
協

同
組

合
法

1
○

青
年

等
の

就
農

促
進

の
た
め
の

資
金

の
貸

付
け
等

に
関

す
る
特

別
措

置
法

2
○

○

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法

1
○

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

9
○

○
○

○
○

○
○

○
○

地
域

資
源

を
活

用
し
た
農

林
漁

業
者

等
に
よ
る
新

事
業

の
創

出
等

及
び
地

域
の

農
林

水
産

物
の

利
用

促
進

に
関

す
る
法

律

1
○

中
小

企
業

団
体

の
組

織
に
関

す
る

法
律

1
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

中
小

企
業

等
協

同
組

合
法

1
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

中
小

企
業

に
お
け
る
労

働
力

の
確

保
及

び
良

好
な
雇

用
の

機
会

の
創

出
の

た
め
の

雇
用

管
理

の
改

善
の

促
進

に
関

す
る
法

律

1
○

中
小

小
売

商
業

振
興

法
1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

電
気

工
事

業
の

業
務

の
適

正
化

に
関

す
る
法

律
5

○
○

○
○

○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

産
業

道
路

運
送

法
1

○

（
4
9
法

律
）

独
立

行
政

法
人

農
業

者
年

金
基

金
法

1
○

土
地

改
良

法
3
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

農
業

協
同

組
合
法

1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

農
業

倉
庫

業
法

1
○

農
住

組
合

法
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○

農
薬

取
締

法
1

○

肥
料

取
締

法
1

○

分
収

林
特

別
措

置
法

5
○

○
○

○
○

米
穀

等
の

取
引

等
に
係

る
情

報
の

記
録

及
び
産

地
情

報
の

伝
達

に
関

す
る
法

律
1

○

牧
野

法
2

○
○

野
菜

生
産

出
荷

安
定

法
2

○
○

輸
出

水
産

業
の

振
興

に
関

す
る
法

律
2

○
○

養
鶏

振
興

法
1

○

流
通

業
務

の
総

合
化

及
び
効

率
化

の
促

進
に
関

す
る
法
律

1
○

林
業

経
営

基
盤

の
強

化
等

の
促

進
の

た
め
の

資
金

の
融

通
等

に
関

す
る
暫

定
措

置
法

1
○

林
業

種
苗

法
1

○

産
業

分
野

（
小

計
）

1
7

6
1
4

1
5

6
2

7
1
2

1
0

6
1
0

2
0

6
2
0

3
0

2
3

3
6

2
5

8
1

4
1

1
1

6
1

2
3

4
7

1
3

1
2

9
4

6
0

0
8

1
3

7
2

1
0

7
1

生
活

・
安

全

液
化

石
油

ガ
ス
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に
関

す
る
法

律
3
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

（
2
1
法

律
）

ガ
ス
事

業
法

1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

家
庭

用
品

品
質

表
示

法
2
7

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

割
賦

販
売

法
1

○

火
薬

類
取

締
法

3
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

高
圧

ガ
ス
保

安
法

1
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

興
行

場
法

3
○

○
○

国
民

生
活

安
定

緊
急

措
置

法
1
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

ゴ
ル

フ
場

等
に
係

る
会

員
契

約
の

適
正

化
に
関

す
る
法
律

1
○

災
害

救
助

法
1

○

自
動

車
損

害
賠

償
保

障
法

1
○

銃
砲

刀
剣

類
所
持

等
取

締
法

2
○

○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

生
活

・
安

全
消

費
生

活
用

製
品

安
全

法
2
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
2
1
法

律
）

生
活

関
連

物
資

等
の

買
占

め
及

び
売

惜
し
み

に
対

す
る
緊

急
措

置
に

関
す
る
法

律
1
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

電
気

用
品

安
全

法
2
5

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

特
定

ガ
ス
消

費
機

器
の

設
置

工
事

の
監

督
に
関

す
る
法
律

1
○

特
定

商
取

引
に
関

す
る
法

律
1

○

農
林

物
資

の
規

格
化

及
び
品

質
表

示
の

適
正

化
に
関

す
る
法

律
1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

武
器

等
製

造
法

5
○

○
○

○
○

不
当

景
品

類
及

び
不

当
表

示
防

止
法

3
○

○
○

有
害

物
資

を
含

有
す
る
家

庭
用

品
の

規
制

に
関

す
る
法
律

1
○

生
活

・
安

全
分

野
（
小

計
）

9
5

8
1
0

5
5

2
7

8
1
0

8
3

0
4

1
3

4
2

4
7

2
7

1
0

4
0

5
0

1
1

9
0

1
2

4
1
0

6
7

6
1

8
5

1
0

7
2

2
2

2
5

そ
の

他

一
般

社
団

法
人

及
び
一

般
財

団
法

人
に
関

す
る
法

律
及

び
公

益
社

団
法

人
及

び
公

益
財

団
法

人
の

認
定

等
に
関

す
る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に
関

す
る
法

律

1
○

（
2
6
法

律
）

学
校

教
育

法
6

○
○

○
○

○
○

教
育

公
務

員
特

例
法

2
○

○

教
科

書
の

発
行

に
関

す
る
臨

時
措

置
法

1
○

行
政

事
務

の
簡

素
合

理
化

及
び
整

理
に
関

す
る
法

律
3

○
○

○

国
有

財
産

法
3
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

市
町

村
立

学
校

職
員

給
与

負
担

法
4

○
○

○
○

社
会

教
育

法
4

○
○

○
○

消
防

組
織

法
1

○

私
立

学
校

法
4

○
○

○
○

租
税

特
別

措
置

法
4
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

租
税

特
別

措
置

法
等

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
(平

成
1
0
年

法
律

第
2
3

号
）
の

規
定

に
よ
る
改

正
前

の
租

税
特

別
措

置
法

2
○

○

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に
関

す
る
法

律
2

○
○
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分
野

 
法

律
名

団 体 数

北 海 道

青 　 森

岩 　 手

宮 　 城

秋 　 田

山 　 形

福 　 島

茨 　 城

栃 　 木

群 　 馬

埼 　 玉

千 　 葉

東 　 京

神 奈 川

新 　 潟

富 　 山

石 　 川

福 　 井

山 　 梨

長 　 野

岐 　 阜

静 　 岡

愛 　 知

三 　 重

滋 　 賀

京 　 都

大 　 阪

兵 　 庫

奈 　 良

和 歌 山

鳥 　 取

島 　 根

岡 　 山

広 　 島

山 　 口

徳 　 島

香 　 川

愛 　 媛

高 　 知

福 　 岡

佐 　 賀

長 　 崎

熊 　 本

大 　 分

宮 　 崎

鹿 児 島

沖 　 縄

そ
の
他

地
方

公
務

員
法

2
○

○

（
2
6
法

律
）

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
1

○

地
方

自
治

法
4
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る
法
律

1
○

電
子

署
名

に
係

る
地

方
公

共
団

体
の

認
証

業
務

に
関

す
る
法

律
8

○
○

○
○

○
○

○
○

統
計

法
2

○
○

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

博
物

館
法

3
○

○
○

不
動

産
登

記
法

2
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

文
化

財
保

護
法

1
8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

旅
券

法
2
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

東
日

本
大

震
災

の
被

災
者

に
係

る
一

般
旅

券
の

発
給

の
特

例
に
関

す
る
法

律
1

○

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

1
○

そ
の

他
分

野
（
小

計
）

1
0

6
7

5
7

5
6

7
6

9
6

3
1
1

7
1
0

4
1

3
5

3
6

1
0

7
3

4
4

1
2

3
4

2
3

6
5

5
4

6
3

4
2

3
6

7
6

3
3

7
4

合
計

　
2
1
7
法

律
7
6

3
3

6
7

5
1

5
4

2
9

4
4

5
9

5
7

4
2

7
5

3
1

3
1

5
6

9
2

3
4

1
1

3
3

3
4

4
3

4
5

9
3

3
9

2
3

4
0

1
5

8
3

4
9

3
4

2
3

2
3

3
1

5
8

7
8

5
8

5
4

2
4

4
4

1
9

1
7

3
2

6
0

4
2

3
2

3
5

4
4

2
3

※
平

成
2
5
年

4
月

1
日

現
在

。
都

道
府

県
ご

と
の

移
譲

状
況

（
移

譲
実

績
の

有
無

）
を

法
律

単
位

で
示

し
た

も
の

。
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